
 

 

           

四条通エリアマネジメント会議及び四条通の整備内容について 

 

 

１ 四条通エリアマネジメント会議について 

（１）設置趣旨 

  四条通の歩道拡幅と公共交通優先化に伴い，四条通におけるエリアマネジメント

組織として，関係事業者等が，適正な四条通沿道利用のルールづくりと管理に向け

た取組を行うとともに，タクシーや物流車両等の沿道アクセススペースの配置を検

討するため，四条通エリアマネジメント会議を設置する。 

 

（２）会議の公開について 

  第１回の会議において，会議の開催状況については，議論の内容をまとめた摘録

を公表することによって，会議の内容を公開することとなった。 

  そのため，これまでの会議の配布資料及び摘録については，本市のホームページ

に掲載している。 

 

（３）これまでの経過 

  ア 第１回の会議（平成２４年６月１１日） 

    各細街路区間の駐停車状況や沿道アクセススペースの検討に向けた前提条件 

   について議論した。 

  イ 第２回の会議（平成２４年１０月１９日） 

    事務局から，シミユレーションに基づいた南北４分割案（概ねの沿道アクセ 

   ススペース配置案）を提案した。 

  ウ 第３回の会議（平成２４年１１月２０日） 

    南北４分割案（概ねの沿道アクセススペース配置案）の合意形成を図った。 

  エ 第４回の会議（平成２５年９月１９日） 

    沿道アクセススペースの検討及び沿道の管理に向けた取組について議論した。 

    会議の名称を，「四条通沿道協議会」から「四条通エリアマネジメント会議」 

   に変更した。 

 

２ 四条通の整備内容等について 

  四条通の整備内容に係る今後の詳細スケジュール及び平成２５年度の当会議の状

況並びに都心地区の交通まちづくりの検討に関することについては，平成２５年度中

に開催する「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議において内容を報告する。 
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